
 平成２９年１０月３０日 

中 部 地 方 整 備 局 

中部地区用地対策連絡協議会 

 

用地取得に携わる若手職員の研修を実施（第３回） 

～現地実習を通して測量の専門家から専門的知識・技術を学ぶ～ 

１．概 要 
国、地方公共団体及び電気・通信・鉄道などの公益企業で構成される中部

地区用地対策連絡協議会（事務局：国土交通省中部地方整備局）は、インフ

ラ整備の用地取得に携わる若手職員を対象に、公平・公正な用地補償業務を

行うためのスキルアップを目的として、研修を年３回実施します。 

 第３回は、測量業務の専門家を講師に迎えて用地測量に関する専門的知識

を習得するとともに、測量機器を用いた現地実習を行うことで測量に対する

より深い理解を目指します。 

２．研修日程 

（１）日時 １１月６日（月）～１１月８日（水）９時３０分～１７時００分 

     （１１月６日は１１時００分から） 

（２）研修内容 用地測量理論、測量実習（現地実習） ほか 

 

３．場  所  桜華会館 松の間（本館４Ｆ）（別添「会場位置図」参照） 

        名古屋市中区三の丸１丁目７番２号 

       （現地実習は７日午後に実施：雨天時は８日午後に変更） 

   

   

４．添付資料  会場位置図、中部地区用地対策連絡協議会の概要 

５．配 布 先 中部地方整備局記者クラブ 

 

 

 

         

 

問い合わせ先  中部地区用地対策連絡協議会 事務局 
（国土交通省中部地方整備局 用地部用地企画課） 

       課  長  石島 博之 
       課長補佐  鈴木 俊則 
       電話番号 ０５２－９５３－８１０５（直通） 

   測量機器を用いた現地実習          受講者自身も機器に触れて作業を体験 



＜会場位置図＞ 

 
◎研修名：平成 29 年度用地職員研修（測量） 

 
●会場①：桜華会館 松の間（本館４Ｆ） 

名古屋市中区三の丸１丁目７番２号 
（名古屋市営地下鉄名城線「市役所」駅５番出口より徒歩約 10 分） 

 
 
 

●会場②（現地実習）：名城公園（名古屋防衛施設支局跡地） 
           愛知県名古屋市中区三の丸１丁目２番 付近 

                    （名古屋市営地下鉄名城線「市役所」駅７番出口より徒歩約 10 分） 

 



中部地方整備局用地部 

中部地区用地対策連絡協議会の概要  
 
◆ 組 織 
・ 設 立：昭和３７年１０月９日 
・ 会  長：国土交通省中部地方整備局長 
・ 事務局：中部地方整備局 用地部 用地企画課 

 
◆ 会 員 
・ 中部地区の公共・公益事業者３５会員（平成２９年６月１日現在） 

 
◆ 目 的 
・ 公共・公益事業の用地取得に関する損失補償業務の運用の調整及び損失補償に関する

調査、研究、広報等の共同活動を行うことにより、円滑な用地取得を図り、もって事業の

推進に寄与することを目的としている。 
 
◆ 主な活動 
・ 用地取得に関する損失補償基準の運用について会員相互の連絡調整 
・ 損失補償に関する調査、研究 
・ 損失補償に関する研修の実施 
・ 損失補償に関する広報活動 等 

 
◆ 用地対策連絡協議会の組織 
（１） 中央用地対策連絡協議会（中央用対連） 

昭和３７年に「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」が閣議決定されることに伴い、

同要綱の統一的な運用等を図るための連絡・調整を目的として、中央省庁、公団、公社

等の関係機関等により昭和３６年１２月１日に設立。 
（２） 用地対策連絡協議会全国協議会（全国用対） 

中央用対連のもと、中部地区と同様に全国１０地区にそれぞれ用地対策連絡協議会が

あり、この全国組織として昭和４４年３月１９日に設立。 
（３） 県（地区）用地対策連絡（協議）会 
   県単位で組織された用地対策連絡（協議）会。 
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